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「ＮＨＫ経営計画 2024-26年度（案）」から（再掲）



 協会の予算制度の特性（予算策定時の使途の完全明確化に限界がある）に即したチェッ
ク体制の不在

 潜在的なリスク精査に対応可能なチェック体制の不在

 予算成立後の執行段階でのリスク管理に対応しきれない付議基準・プロセス

 放送法による制約と意思決定プロセスの重要性に係る知識・理解不足

 放送法による制約についての知識・理解が不足

 意思決定に関わる責任の重さについての知識・理解が不足

 個々の裁量・クリエイティビティの発揮と、組織として必要な統制の両立の難しさ

 個々の裁量・クリエイティビティを重視する中で、職員に対して統制面も両立すること
の働きかけ不足

 業務範囲の拡大に伴い求められる統制が変わる中、マネジメント等関係主体の役割・
責任が不明確

稟議事案に関する再発防止策について
～事案が起きた要因と具体施策検討の論点～
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A）経営の意思決定におけるチェック体制の整備・強化
1.理事会、稟議等の議案・案件を一元的に管理・チェックする体制の整備

各部局からの議案・案件を一元管理し、内容識別を行うことで案件の付議漏れを防止
2.多面的な観点からのチェック体制の整備

理事会、稟議のプロセスにおいて、法令担当部局等の牽制機能を明確に設置
3.議案・案件のリスクの軽重に応じた審議プロセスの設定

適法性確保の観点に着目した議案・案件のリスクを測る判断基準を策定し、基準に応じた審議プロセスを設定
4.上記1～3を踏まえた意思決定の指針・規程等の整備および見直し（理事会運営規程、稟議規程等）
5.意思決定プロセスの透明化の推進

B）公共放送に働く役職員の役割・責任に関する人材教育の強化
1.役員・部局長 ： 経営の意思決定／権限範囲に関する実践的なリテラシー教育の実施
2.全役職員 ： 放送法に規定されたルールの順守についてのリテラシー教育の徹底

C）クリエイティビティ発揮とルール順守を両立する意識・風土の醸成
1.ＮＨＫの使命や役職員の行動指針といった価値観・考え方等の徹底・浸透を通じた両立促進の原動力強化
2.意識・風土の醸成を支える施策として人材要件や評価等人事面の措置も検討

D）経営委員会、監査委員会に対する執行部からの情報提供の拡充
1.上記改善策に基づく新たな意思決定プロセスに沿った決定状況等の報告
2.役職員への教育状況や意識・風土の改善状況の報告

稟議事案に関する再発防止策について
～再発防止に向けた改善方針・具体施策～
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稟議事案に関する再発防止策の実施状況

経営の意思決定におけるチェック体制の整備・強化

再発防止に向けた改善方針・具体施策

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実施状況

公共放送に働く役職員の役割・責任に関する
人材教育の強化

クリエイティビティ発揮とルール順守を両立する
意識・風土の醸成

経営委員会、監査委員会に対する執行部からの
情報提供の拡充

１１月１日より、新しい意思決定プロセスの運用を開始

• 理事会、稟議のプロセスにおいて、法令担当部局による適法性チェックを義務付

け、運用を開始（１１月１日以降に起案する議案・案件に適用）

• 協会経営に関わる議案・案件を一元的に管理し識別するための「識別審査会」を

経営企画局内に設置し、運用を開始（１０月に初回開催/隔週で開催予定）

• 上記の再発防止策を実施するため、関連する規程を改正（１１月１日施行）

• 役員向けに、ガバナンスに関する講義を実施（１０月）

• 各部局担当者向けに、新しい意思決定プロセスに関する説明会を実施（１０月）

• このほか、部局長および全職員向けの研修等を順次実施予定

• 役員がすべての地域放送局を訪れて、職員との対話活動を実施

（１１月２日時点で計52局で実施 ※残り2局についても11月中に実施予定）

• 経営委員会および監査委員会にＡ～Ｃの実施状況を適切に共有するとともに、

稟議事案をはじめとする意思決定の状況を定期的に共有



2023年11月７日

ＮＨＫ経営委員会

ＮＨＫ監査委員会

経営委員会・監査委員会を含めたＮＨＫのガバナンスについて

ＮＨＫには、放送法に基づき、経営委員会が設置されています。経営委員会の委員は、衆・参両議院の同意を得て、内閣総理大

臣により任命されています。

経営委員会は、執行部の長である会長を任命し、副会長、理事の任命の同意を行うとともに、経営に関する基本方針、内部統制

に関する体制の整備をはじめ、毎年度の予算・事業計画、番組編集の基本計画などを決定し、役員の職務の執行を監督する機関で

す。さらに、経営委員の中から任命された委員による監査委員会が、役員の職務の執行の監査にあたっています。

また、経営委員会の審議に資する観点から、視聴者から直接ＮＨＫの経営に関する意見を伺う「視聴者のみなさまと語る会」と、

中期経営計画や放送受信規約等の議決にあたっての意見募集を実施しています。

こういった経営委員会の活動内容は議事録等により、また監査委員会の活動内容は活動結果報告書等により公表しています。

ＮＨＫのガバナンス強化が求められている状況をふまえ、経営委員会と監査委員会は、次のとおり、ＮＨＫガバナンス強化のた

めに果たすべき役割に取り組みます。

「ＮＨＫプラスの衛星放送番組の配信対応問題」の経緯について

本年５月16日の経営委員会に、ＮＨＫプラスの衛星放送番組の配信対応問題について、会長報告がありました。執行部と議論し

た結果、再発防止策には、契約手続きや稟議の在り方、予算執行の意思決定の仕組み、リスク管理など、業務の執行に直接係る内

容を含むため、実効的な再発防止策を検討するために、まずは、執行部が案を作り経営委員会に諮るという結論に至りました。

再発防止策については、執行部が検討を進め、７月25日の経営委員会に報告があり、同日公表しています。

ＮＨＫのガバナンスについて
（経営委員会・監査委員会）①
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これまでも、経営委員会は極めて重い職責である役員の職務の執行の監督機能を果たせるように努めてきていますが、放送法32

条１項「委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務

を執行することができない。」及び51条「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」の

規定のとおり、ＮＨＫの具体的な業務については、執行部が責任をもって遂行してきています。

あわせて、受信料で成り立つＮＨＫは、企業と同様に、業務の効率化や新たな挑戦が求められるため、現場には創意工夫をもっ

て、主体的に業務に取り組んでもらうことが肝要だと考えています。

ところが、今回のＮＨＫプラスの衛星放送番組の配信対応問題が執行の過程で発生しました。

経営委員会・監査委員会によるガバナンスについて

今回の問題を受けて、経営委員会の監督機能及び監査委員会の監査機能をいっそう発揮し、ＮＨＫのガバナンスを強化する必要

から、経営委員会及び監査委員会では、ＮＨＫのガバナンスについて検討を重ねました。その要旨を、ＮＨＫ経営計画（2024-

2026年度）（案）に「経営委員会・監査委員会を含めたＮＨＫのガバナンス」として記載しています。

まず、経営委員会に対して説明や報告のない内容については、チェック機能を働かせることも、ガバナンスを効かせることも難

しい面がありますので、「内部統制強化の一環として、すべての稟議書の査閲など監査委員会の機能充実を図ること」、また、執

行部に対して、適宜、説明を求め、執行部からの情報提供の質と量のいっそうの改善を図るために、「協会・関連団体の運営、業

務、財産に関する重要な内容に対し、とくに『ガバナンス』の観点から、経営委員会が、執行部と審議・検討する定期的な会議体

を設置すること」を掲げました。具体的な内容は検討中ですが、現時点では次のとおり考えています。

ＮＨＫのガバナンスについて
（経営委員会・監査委員会）②
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●すべての稟議書の査閲など協会の重要案件に対する監査委員会による確認および経営委員会への報告の充実

監査委員会が選定する監査委員は、すべての稟議書の査閲を行うほか、協会の重要な案件に関し、適宜、役職員から、その職務

の執行に関し報告を聴取するとともに、協会の業務および財産の状況を確認し、確認した内容を経営委員会に報告します。

●内部統制関連の報告など、経営委員会、監査委員会に対する執行部からの情報提供の拡充

内部統制に関する体制等およびその運用状況の確認など、執行部に対して、協会、および関連団体の運営に関する重要な内容等

について、適宜、説明を求め、執行部からの情報提供の質と量の改善を図り、執行部の事業運営に対する監督をいっそう強化しま

す。

●ガバナンス強化に向けた会議体の設置

執行部からの情報提供の質と量のいっそうの改善を図り、その状況を確認する会議体を設置します。具体的な内容については、

これから検討することになりますが、経営委員からのガバナンス強化の提案や、課題意識に基づく内容等について審議・検討する

ことを考えています。

最後に

以上のように、経営委員会及び監査委員会は、ＮＨＫのガバナンスの強化に向けて、ＮＨＫ経営計画（2024-2026年度）（案）

に「経営委員会・監査委員会を含めたＮＨＫのガバナンス」として掲げた項目に取り組み、執行部と適切な緊張関係を保ちながら、

今後の再発防止やコンプライアンスの徹底について、しっかりと監督・監査していきます。

ＮＨＫ経営計画（2024-2026年度）（案）については、10月11日から意見募集に付しています。いただいたご意見もふまえ、さ

らに審議・検討を重ね、然るべき時期に議決したいと考えています。

ＮＨＫのガバナンスについて
（経営委員会・監査委員会）③
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追加質問へのご回答（経営委員会・監査委員会）①
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＜ご依頼内容＞

令和５年11月９日開催予定の第15回公共放送WGにおいて、衛星放送番組のインターネット配信設備調達稟議事案に係る再発防止策の

実施状況及び次期経営計画案における「経営委員会・監査委員会によるガバナンス」の具体的内容の説明と併せて、下記の質問に対

する回答内容についても改めてご説明いただきますよう、よろしくお願いいたします。

１ 公共放送WG資料10-４ ＜会合後の追加質問＞４関連

（経営委員会に対して）現行制度では経営委員が個別の番組へ干渉することができないのは当たり前であり、そのこととインター

ネット活用業務の競争評価とは無縁である。回答の趣旨は、競争評価を権限とするのであれば、経営委員会に個別番組への干渉の権

限を認めよということにあるのか。

【経営委員会 回答】

経営委員会の回答の趣旨は、「競争評価を権限とするのであれば、経営委員会に個別番組への干渉の権限を認めよということにあ

る」のではありません。

インターネット活用業務の開始・変更が与える競争への影響等についての評価にあたり、評価する機関の具体的な仕組みや業務等

が明確でない状況では、現行制度では経営委員は個別の番組へ干渉することはできないと規定されていることをふまえて、検討を進

めるべきと述べたまでですので、ご理解いただきたいと思います。

経営委員会は、放送法に定められたＮＨＫの重要事項を審議・議決する機関であるとともに、役員の職務の執行を監督する機関で

あり、重い責任をもっているものと認識しています。

国民の代表である国会の同意を得て、内閣総理大臣により任命された重い責任を深く自覚し、執行部と適切な緊張関係を保ちなが

ら、責務を果たしてまいりたいと考えています。



追加質問へのご回答（経営委員会・監査委員会）②
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２ 公共放送WG資料10-４ ＜会合後の追加質問＞２関連

（経営委員会に対して）BS同時配信名目の予算が含まれていないことを執行部に確認したのはいつか。

【経営委員会 回答】

執行部が、インターネット活用業務に係る不適切な調達手続きの是正について報道発表し、内容を説明した５月30日です。

３ 公共放送WG資料10-４ ＜会合後の追加質問＞３関連

（経営委員会に対して）「説明・記載されていない議案について審議することは極めて困難」とあるが、最終議決機関としての経営

委員会の視聴者に対する責任をどのように考えているのか。もし、「説明・記載されていない議案について審議することは極めて困

難」であるとすれば、これまで経営委員会の議決すべてについて同様の問題が起きている可能性があり、それを経営委員会は気づい

ていない可能性があることを認めているに等しいのだから、このような問題が起きていなかったかどうか、遡って精査する必要があ

るのではないか。

【経営委員会 回答】

これまでも、経営委員会は極めて重い職責である役員の職務の執行の監督機能を果たせるように努めてきていますが、放送法51条

「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」の規定のとおり、ＮＨＫの具体的な業務につ

いては、執行部が責任をもって遂行してきています。

ところが、今回のＮＨＫプラスの衛星放送番組の配信対応問題が執行の過程で発生したことから、ＮＨＫ経営計画（2024-2026年

度）（案）に「経営委員会・監査委員会によるガバナンス」として、「協会・関連団体の運営、業務、財産に関する重要な内容に対

し、とくに『ガバナンス』の観点から、経営委員会が、執行部と審議・検討する定期的な会議体を設置」することを掲げました。

ＮＨＫが７月25日に公表した「稟議事案に関する再発防止策について」では、再発防止に向けた改善方針・具体施策として、「経

営委員会、監査委員会に対する執行部からの情報提供の拡充」があります。

この施策を受けて、執行部から業務執行状況等に関する報告のみならず、放送法39条５項「会長は、経営委員会の要求があったと

きは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない」の規定をふまえ、執行部に対して、協会、

および関連団体の運営、業務、または財産に関する重要な内容等について、適宜、説明を求め、執行部からの情報提供の質と量の

いっそうの改善を図るとともに、定期的にその状況を確認することとしました。



追加質問へのご回答（経営委員会・監査委員会）③
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４ 公共放送WG資料10-４ ＜会合後の追加質問＞１関連

（監査委員会に対して）報告がなければ監査委員会は監査を行わないのか。監査委員会は、日本監査役協会の監査役実施要領などに

定められている稟議監査は行わないのか。今回の稟議について監査を事前に行わなかった理由は何か。

【監査委員会 回答】

稟議に対する監査委員会の監査ルールを整備していなかったこともあり、今回の稟議について、４月の執行部からの報告で覚知す

るまで監査を行うことができませんでした。

監査委員会では、今後、決裁された稟議については、執行部から速やかに資料の提供を受け、確認していくことにしました。稟議

の監査結果については今後の監査活動結果報告を通じて経営委員会に伝え、一層のガバナンス強化に貢献していきます。

５ 公共放送WG資料10-４ ＜会合後の追加質問＞１関連

（経営委員会・監査委員会に対して）執行部の判断を俟つまでもなく、監査委員会による稟議監査について定めることは、経営委員

会・監査委員会として考えていないのか。

ＮＨＫ経営計画（2024-2026年度）（案）に「経営委員会・監査委員会によるガバナンス」として、「内部統制強化の一環として、

すべての稟議書の査閲など監査委員会の機能充実を図る」ことを掲げました。

【監査委員会 回答】

経営の意思決定におけるチェック体制の整備・強化として、監査委員会では決裁された稟議については執行部から速やかに資料の

提供を受け、確認していくことにし、経営委員会でもその旨を報告しました。稟議の監査結果については今後の監査活動結果報告を

通じて経営委員会に伝え、一層のガバナンス強化に貢献していきます。

【経営委員会 回答】

経営委員会は、監査委員会から報告を受けた内容に基づき、コンプライアンスに関わる情報を的確に把握し、役員の職務の執行の

監視・監督機能の発揮に生かします。

経営委員会および監査委員会はそれぞれの職責を果たしつつ、互いに連携して、法令等を遵守した緊張感を持った経営の実現に努

めます。



３．インターネット活用業務（ラジオ・衛星・国際）

19



本日のご説明内容

20

出典：公共放送ワーキンググループ
資料14-1（事務局資料）より

（ご調整中）



【公共放送ＷＧ 取りまとめ案に対するＮＨＫ意見】

ＮＨＫは、これまでも公共放送ＷＧ会合で表明したとおり、新聞・民放という伝統メディアとともに信頼できる多元性を確保し

つつ、放送同様の価値をインターネットで提供することで、視聴者・国民の「情報の社会的基盤」の役割を果たしてまいりたいと

考えております。本ＷＧにおいて、構成員はじめ関係各位による深い議論の結果本案が取りまとめられたことに謝意を表するとと

もに、今後、必要な制度化・法制化が進められた後には、ＮＨＫのガバナンスについての指摘や配信すべき情報に関する規律につ

いてＮＨＫの自律的な対応が求められていること等本案の記載にも留意しながら、ＮＨＫが上記の役割、そして本案に示された

「重い責任」を十全に果たせるよう、全力で取り組んでまいる所存です。（後略）

ＮＨＫの基本的な考え方

21

○ ＮＨＫとしては、インターネット上においても、正確で信頼できる情報を発信し、視聴者・国民の「安全・安心」を支え、

「あまねく伝える」ことで健全な民主主義の発達に資するという放送と同様の公共的な役割は必要ではないかと考えており、

地上波ラジオ放送・衛星放送・国際放送について、インターネット上でも、同様の公共的な役割を果たしてまいりたい。

○ 一方で、地上波ラジオ放送・衛星放送・国際放送それぞれに固有の事情があることから、現状およびご留意をいただきたい

点についてご説明させていただく。

【第１４回会合における構成員の皆様のご意見】

地上波ラジオ放送、衛星放送、国際放送の必須業務化については、方向性としては賛成。（曽我部構成員ほか）



① 地上波ラジオ放送

22



地上波ラジオ放送の概要

23

「2023年度（令和5年度） 国内放送番組編集の基本計画」より

○ Ｒ１・Ｒ２・ＦＭの３波を、下記の編集方針に基づき実施
○ 2026年度には音声１波を削減し、新ＡＭ・新ＦＭの２波に



【聴き逃し配信】

○ 2017年5月に「らじる★らじる」で聴き逃し配信を開始。配信期間は原則と

して配信開始から１週間。

○ 全国放送番組については、原則聴き逃し配信を実施している。

○ 地方向け放送番組についても、一部の番組について配信を行っている。

地上波ラジオ放送のネット展開の概要

24

【同時配信】

○ 2011年9月、地形の影響や、夜間の外国波混信、都市型難聴と

いった難聴取への対策を主目的として、ラジオ３波の同時配信

「らじる★らじる」をスタート。

ラジオ第１（８局発）･ラジオ第２（全国放送）･ＦＭ（８局発）を配信。

○ 民間放送事業者による配信サービス「radiko」でも、2017年10月

から実験的な配信を、2019年度からは正式なサービスとして

ラジオ第１（８局※発）･ＦＭ（東京発）を配信。

※８局…東京に加えて札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・松山・福岡
らじる★らじるアプリ radiko アプリ

らじる★らじるHP

※「radiko」では、「タイムフリー」（番組の 聴き逃しサービス）、および「エリアフリー」（エリア外の有料

配信）は行っていない



地上波ラジオ放送のネット展開の概要

25

テレビ・ラジオ一体の展開

○ 災害時の緊急情報や重大事件など国民の生命・安全に関わる伝達の緊急度の高い重要な情報については、公共

メディアの役割として積極的に情報発信を実施（ライフライン情報などは、地域放送局で放送）

○ 大規模災害発生時には、通常の同時配信に加えて、地域放送の同時配信を実施することも可能

【実施例】 平成28年台風第10号（盛岡放送局発の放送を同時配信）

平成29年7月九州北部豪雨（大分放送局発の放送を同時配信）

令和元年東日本台風（第19号）（千葉放送局発・福島放送局発の放送を同時・聴き逃し配信）

令和2年7月豪雨（熊本放送局発の放送を同時・聴き逃し配信）

【読むらじる。】

ラジオ独自のネット展開

【Podcast・スマートスピーカー】 【高校講座など】

読むらじる。トップ 各テキストページ

ネット展開の取り組みは、音声メディア・番組の認知向上に寄与 ⇒ 災害時に有用な音声波への誘引などの役割を果たす

災害時におけるネット展開



（参考）災害時におけるラジオの有用性

26

出典：公共放送ワーキンググループ
資料14-2（事務局資料）



（参考）大臣意見・国会附帯決議（ラジオ関係）

27

＜日本放送協会令和５年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣の意見＞（抜粋）

１ 国内放送番組の充実

○ 近年、大規模自然災害が多発しており、災害情報の迅速かつ確実な提供の重要性が高まっていることを踏まえ、大規模自然災害発生時に国

民・視聴者に向けて、あらゆる手段できめ細かな情報提供を行うこと。その際、災害による停電時の情報入手手段としてラジオが有用である

ことも踏まえ、引き続き、テレビ、ラジオ及びインターネットを適切に使用すること。

＜令和５年度ＮＨＫ予算に対する附帯決議（令和5年3月16日・衆議院総務委員会）＞（抜粋）

五 協会は、（中略）音声波の削減については、災害時における情報提供手段としての高い有用性があること、ラジオ第二放送が民間放送事業

者の手掛けにくい教育・教養番組の放送を多面的に行っていること等を考慮した検討を行うこと。

十一 協会は、受信料を負担する国民・視聴者共有の財産であることを自覚し、放送と通信の大融合時代にふさわしい公共放送の在り方、受信

料の在り方について、引き続き真剣に検討し、新しい社会と技術に対応した公共メディアとして将来にわたって持続・発展していくことを可

能とする経営ビジョンを早急に構築すること。

＜令和５年度ＮＨＫ予算に対する附帯決議（令和5年3月30日・参議院総務委員会）＞（抜粋）

五、政府及び協会は、放送と通信の融合の更なる進展の中で、公共放送の在り方及び受信料の在り方について、引き続き真摯に検討を行うこと。

また、その結果を踏まえ、政府は、所要の措置を講ずるとともに、協会は、新しい社会と技術に対応した公共メディアとして将来にわたっ

て持続・発展していくことを可能とする経営ビジョンを早急に構築すること。

八、協会は、（中略）音声波の削減については、災害時における情報提供手段としての高い有用性があること、ラジオ第二放送が民間放送事業

者の手掛けにくい教育・教養番組の放送を多面的に行っていること等を考慮した検討を行うこと。



○ 音声波のインターネット展開は、難聴取対策や、災害時に有用とされる音声波への接触の誘引などの役割を果

たしている。

○ ＮＨＫは、これまで音声放送で実施してきたことを今後もしっかりと行っていくとともに、地上波ラジオ放送

のインターネット活用業務が必須業務化された場合も、その態様が変わることはあっても、大規模災害時等にお

ける音声の提供をはじめこれまでに実施してきた取り組みを継続し、引き続きその役割を果たしていきたい。

○ 一方、地上波ラジオ放送のみを受信している視聴者は受信契約の対象外。費用の観点にも留意が必要。
※2023年度の全国放送番組費予算は、2023年度地上波テレビ放送830億円に対し、ラジオ放送は35億円

○ 地域放送のネット展開については、テレビのニュースの提供などを含めたネット展開全体でＮＨＫの提供する

価値を享受していただくことが可能で、必ずしも同時・聴き逃し配信にこだわらなくても良いこともある。これ

からも、必要な情報を視聴者にしっかりと届けられるよう、柔軟性をもって、ニーズや費用対効果を踏まえた効

率的・効果的な情報発信が行えるようにお願いしたい。

地上波ラジオ放送関係の論点・留意点

28

＜これまでの構成員のご発言より＞

○ 今回提案されている各論の５つ全て必須業務でいいと、私はすべきだと考えています。らじる★らじるは 私のような古めのマンションに住んでおりま

すとラジオがすごく入りにくいので、これがネット配信になるとすごく助かると思っています。（第５回 長田構成員）

○ ラジオ放送を災害時に利用するという文化があり、ラジオをネット配信することは大変有意義。ただ、テレビと異なりラジオは聴取料を取っていない

ため、テレビとラジオをネット配信する際はそれぞれ分けて考えることもあり得る。（第14回 落合構成員）

○ 災害時という点では、地震や津波や火災など、何があるか分からないわけですが、実は、屋内で放送を見るよりは、いわゆる携帯受信、ネットからのほ

うが、我々、日常生活をしていて、堅牢というか、途切れなく聴けるわけですね 。そういう意味では、ラジオもradikoとらじる★らじるがあるわけで、

これは恐らく、スマホ普及に伴ってどんどん増えていくということに任せていけばいいわけなので、ここは逆に、ワイドＦＭや、さらに95MHz以上のワ

イドＦＭの受信機の普及に頼るよりは、圧倒的に数は多いと推測します。（中略）radiko、らじる★らじるでの放送、放送をネット側で出すということ

がここまで早くできているというのをうまく活用して、全体で設計していくことがすごく重要ではないかと感じます 。（デジタル時代における放送制

度の在り方に関する検討会（親会） 第15回 奥構成員）



② 衛星放送
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衛星波の１波削減について

30

○ 衛星波は、「業務」「受信料」「ガバナンス」の三位一体改革において既存業務の見直しが求められる中、「ＮＨＫ経営計

画（2021-2023年度）」に基づいて１波削減を実施。12月に番組再編を行い、年度末に「ＢＳプレミアム」を停波。

出典：公共放送ワーキンググループ
資料14-2（事務局資料）



衛星放送の12月以降の編成

31

（報道資料）

「2023年度（令和5年度） 国内放送番組編集の基本計画」より

１２月に移行



イメージ

ＮＨＫ ＢＳ のポイント

◆ＢＳ１で放送してきた
ニュース・国際・ドキュメンタリー
スポーツ中継・スポーツコンテンツ

◆ＢＳＰで放送してきた
人気定時番組
ドラマ・映画・エンタメ

◆新番組
フラッグシップとなる新番組と
人気ドラマのアンコール放送

●12月からの「NHK BS」の編成は
新たな魅力を伝えるとともに、
これまでの視聴習慣に配慮し
２つの波を１波に「凝縮」した編成
（ＢＳ１とＢＳプレミアムの番組は、
引き続きほぼすべてご覧いただける）

●BS（２K波）の役割は、１２月以前・
以後で変わらない

●こうした編成を通じて、視聴者の
円滑な移行を目指す

32



イメージ

ＮＨＫ ＢＳ プレミアム４Ｋのポイント

◆４Ｋ制作の高精細映像・スケール感で
スペシャルコンテンツを届ける

自然、紀行、芸術、ドラマ、生中継など

◆ＢＳ プレミアム４Ｋ オリジナル番組

４Ｋリマスター番組
４Ｋ先行放送（翌週以降にＮＨＫ ＢＳで放送）

◆土曜夜間 ４Ｋ特集

●これまでのBS4Kの役割を継続

33



ＢＳに関連するネット展開

34

ポータルサイト 番組ページ

BS放送
※BS全体の放送の周知広報

究極ガイド 2時間でまわる☆☆☆

にっぽん縦断こころ旅

BSシネマ

NHKスポーツ
※地上波・衛星を問わず、
スポーツジャンルの番組情報等



（参考）大臣意見・国会附帯決議（衛星関係）

35

＜日本放送協会令和５年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣の意見＞（抜粋）

４ 経営改革の推進

○ 変更後の中期経営計画で具体化された衛星波の削減については、令和５年度末の停波に向けて、視聴者への丁寧な説明及び周知

を行うとともに、存続する衛星波の在り方についても、視聴者や番組制作事業者の意見を踏まえて、早期に具体的な計画をまとめ

ること。

＜令和５年度ＮＨＫ予算に対する附帯決議（令和5年3月16日・衆議院総務委員会）＞（抜粋）

五 協会は、令和五年度末の衛星波の削減に際しては、引き続き視聴者の多様なニーズに応える番組の編成に留意するとともに、視聴

者への丁寧な説明及び周知を行うこと。（後略）

＜令和５年度ＮＨＫ予算に対する附帯決議（令和5年3月30日・参議院総務委員会）＞（抜粋）

八、協会は、令和五年度末の衛星波の削減に際しては、引き続き視聴者の多様なニーズに応える番組の編成に留意するとともに、視

聴者への丁寧な説明及び周知を行うこと。 （後略）



○ 衛星波は、業務・受信料・ガバナンスの三位一体改革において既存業務の見直しが求められる中、１波削減。

○「ＮＨＫ経営計画 2024-2026年度（案）」（6ページ）でもお示ししているとおり、ＮＨＫは「コンテンツ」の

６つの柱で「公共的価値」を実現。

○ その中で、衛星放送は「迅速で専門性の高い国際・経済ニュースといった報道、多彩なスポーツ、衛星波なら

ではみなさまのさまざまな関心に応えるドキュメンタリー・ドラマ・エンターテインメントなど」を編成。12月

開始の「ＮＨＫ ＢＳ」は、２Ｋ波を１波に凝縮した編成。衛星波の役割はこれまでと変わらない。

○ 「ＮＨＫ ＢＳ」はプロスポーツや海外からの購入番組など、番組配信の権利が取得できない、あるいは費用

対効果の観点等から取得しない番組が多く、インターネット配信を行う上では権利上の課題が多い。仮に取得が

可能であっても相当高額な費用になることが想定される。

○ 逆に、番組配信可能な番組を中心とした編成に変えると視聴者の満足度が低下する懸念がある。

○ ＮＨＫとしての大きな方針は、16ページの【基本的な考え方】の通りだが、現時点では、無理にインターネッ

ト配信の権利を取りに行くことは難しい。放送・ネット全体で費用対効果、多元性確保を見るべきことから、当

面の間は、同時・見逃し配信の実施は見送りたい。

衛星放送関係の論点・留意点

36

＜これまでの構成員のご発言より＞

○ 衛星放送のコンテンツは地上放送のそれと同じく大変意義が大きい。諸外国でも地上・衛星で区別をしていない。民放でもTVerで衛星放送の番組を見逃

し配信している。例外とする理由は見当たらない。ただ、コンテンツ量の増加に伴い、配信基盤への投資コスト等は懸念。また、競争環境について別途

の考慮が必要か確認したうえで結論を出すべき。(第14回 大谷構成員）

○ 衛星放送は価値ある情報発信をされていると思う。ただ、先ほどガバナンスに関する指摘があった。この事案は衛星放送を起点にしたもので少し注視し

たほうがよいように思う。（第14回 落合構成員）

○ 衛星放送を同時配信する方向で制度を検討すべき。地上2波、衛星1波で全体としてネット上でも公共放送の役割を実現すると考えるのであれば、衛星放

送についても一定のコストがかかってもNHKが努力してやるべきだと思う。番組の割り振りや著作権など課題があれば、むしろそこを見直して3波同時配

信すべきではないかと思う。（第14回 宍戸構成員）



③ 国際放送

37



ＮＨＫの国際放送・国際発信
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外
国
人
向
け

在
外
邦
人
向
け

＜ラジオ＞
（17の外国語）

＜インターネット＞
（19の外国語）

ＮＨＫワールド・プレミアム
＜テレビ＞

ＮＨＫワールド・ラジオ日本

衛星放送やケーブルテレビ等でニュース・情報番組
を放送 (2009年 24時間英語チャンネルスタート)

＜テレビ＞
（英語）

17の外国語で音声サービス
短波に加え、海外放送局の中波・ＦＭ波等を利用

ライブストリーミングや
ニュース配信・番組VOD、YouTube/SNS発信

海外の日本人向け日本語チャンネル
ニュース、ドラマ、音楽、子ども番組等を配信

在外邦人に最新のニュース・番組を提供

ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ

ＮＨＫワールド・プレミアム
＜インターネット＞

ニュース、クローズアップ現代などを
ライブストリーミングやオンデマンドで提供

○ 国際放送・発信は、限られた予算の中で外国人／邦人向け、多言語展開など、特有のニーズに対応する必要がある。
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テレビ国際放送・配信の視聴可能世帯数等

【放送】
約160の国と地域の4.2億世帯で

視聴可能

内訳：地域衛星57% 地上デジタル20%

ケーブル11％ IPTV12%

（2023.9月末現在）

【配信】

約9,200万世帯がOTT配信で視聴可能
（2023.8月末現在）

【放送】
約110の国と地域の2,200万世帯で

視聴可能

内訳：地域衛星13% 地上デジタル0%

ケーブル53% IPTV34%

（2023.9月末現在）

【配信】

OTT配信は2023年10月開始のため、

視聴可能世帯は確認中

（外国語サービス）
（海外向け

日本語サービス）



外国人向け／テレビ国際放送の番組編成
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【編成のイメージ（日本時間）】

9
00 NHK NEWSLINE

30 Journeys in Japan（紀行）

10
00 NHK NEWSLINE

30 Dining with the Chef（食）

11
00 NHK NEWSLINE

30 Document 72 Hours（ドキュメンタリー）

12
00 NHK NEWSLINE

30 Medical Frontiers（医療）

13
00 NHK NEWSLINE

30 DEEPER LOOK（インタビュー）

９
～
13

14
～
18

〃

19
～
23

〃

・
・
・
・
・

○ 「国際公共メディア」として公平・公正で信頼される情報の発信強化等をミッションに、日本やアジアの情報を
取り上げたニュースや多彩な番組を１日24時間、世界に向けて英語で発信。

○ 「毎時ニュース＋一般番組」の5～6時間セットを4～5回ループで編成し、各国の好適視聴時間に効率的に対応
（ニュースは最新の情報）

○ テレビ国際放送に係る経費は2023年度予算で198億円 ※人件費、減価償却費を含む ※在外邦人向けを含む

【多彩な放送番組を世界に発信】

※2023年4月現在



参考：日本国際放送（ＪＩＢ）について

41
出典：プラットフォームタスクフォース第５回 JIBプレゼン資料

出典：公共放送ワーキンググループ
資料14-2（事務局資料）

ＮＨＫの子会社（ＮＨＫの持株比率51.3％、ＮＨＫグループ64.1％）である株式会社日本国際放送（ＪＩＢ）は、
ＮＨＫの外国人向けテレビ国際放送と同一の放送波を利用して、広告収入による独自コンテンツ提供事業を実施。
※現在は週１回（毎週金曜日） 30分×４枠

＜第１４回会合 落合構成員のご質問（ＪＩＢの広告料収入・課題・営業活動）への回答＞

ＪＩＢの広告料収入は年間３億円程度。そのほとんどが協賛による収入で、スポットによる収入はほとんどない。
営業活動に取り組んでいるが、現状としては、協賛先は政府・自治体・政府系機関や財団がほとんどで、民間企業が
少ない。



外国人向け／ラジオ国際放送
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○ 17の外国語で全世界にニュースや最新情報、話題を発信
○ 短波に加え、地域の特性・メディア環境に合わせ 中波やＦＭ波、衛星ラジオでも発信
○ ラジオ国際放送に係る経費は2023年度予算で49億円 ※人件費、減価償却費を含む ※在外邦人向けを含む



邦人向け／国際放送（テレビ・ラジオ）
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ＮＨＫワールド・プレミアム
＜テレビ＞

・ 在外邦人に向けて、ラジオ第１放送の番組の同時放送を基本に日本語で発信

ＮＨＫワールド・ラジオ日本

・ 海外在住、あるいは海外旅行中の日本人のために、国内で放送されているニュース・情報番組、ドラマ、
音楽番組、子ども番組、スポーツ番組などから選んだ番組を編成

・ 海外の日本人の安全と安心に貢献



外国人向けインターネットサービスの概要
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VOD
オーディオクリップ配信

プッシュ通知 ※4言語(5種類)

SNS（英語） ※Facebookは10言語(11種類)

ウェブサイト ※19言語(20種類)

スマートフォン
・タブレット

ニュース

テレビ

アプリ ※19言語(20種類)

英語放送のライブストリーミング（同時配信）
９言語（10種類）でAI字幕を付与

ホームページと同様、
国際放送のニュースや番組を視聴可能

ニュースやショート動画、番組情報を発信
2022年3月よりYouTubeでニュース番組のライブ配信をスタート



外国人向けインターネットサービスの取組例
～ＶＯＤ（見逃し配信）～
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19言語20種類で延べ5,600本超を
無料配信（2023年10月末現在）

反響の大きいコンテンツ例

Medical Frontiers
「The Culprit Behind 
Osteoporosis」
（2022年2月放送）
東洋医学も交え、骨粗しょう症の解説やリス
クを下げる食品･運動を紹介。世界で64万人
以上が視聴。(2023年10月末現在）

NHK WORLD PRIME
「Art is Our Voice」
(2022年10月放送)
戦禍のウクライナ国立バレエによる日本公演
に密着。国際エミー賞アート部門ノミネート中。
(2023年10月末現在）

番組のビデオ・オンデマンド配信は、番組数およびジャンルの拡大や提供期間の延長、
多言語化/トランスクリプト付与など質量双方で充実強化を進めている。



効率的な取組
～AIを活用したニュースの多言語化・災害報道等～

46ＡＩを活用し、英語圏以外の外国人への情報提供や、在留外国人への緊急情報の情報提供を実施

■AI多言語生字幕ライブ配信
AI多言語生字幕(ウクライナ語) Webサイトやアプリで視聴可能な

NHK WORLD‐JAPAN TVライブ配信で
は、AIを活用し英語字幕を元に9か国語の
多言語字幕にリアルタイム翻訳して提供

<提供言語>中国(簡・繁)、フランス、イ
ンドネシア、ハングル、ポルトガル、ス
ペイン、ベトナム、ウクライナ、タイ

英語字幕 AI翻訳 多言語字幕

■ニュース記事の多言語化
英語記事を元にAI翻訳を活用することで
スピーディーな多言語ニュース提供が可能に

■ビデオオンデマンド多言語字幕作成

放送台本
（英語） AI翻訳 多言語字幕

VOD化された番組は放送台本(英語)か
ら精度の高い英語字幕を自動生成
トランスクリプトとしても活用

さらに多言語字幕（AI下訳）を生成
手間のかかる多言語字幕制作を効率化

■AI音声読み上げサービス
AI音声合成を利用した英語ニュース
特集記事の読み上げサービスを開始

AIで下訳を作成することで
多言語原稿作成の負担を軽減

NHK総合緊急特設ニュース(日本語)
にAIで英語字幕・読み上げを付けて
ライブ配信

中国語(繁)VOD

英語ニュース特集記事

AI読み上げ

AI翻訳字幕

I am now in the 
central part of ...

AI音声
読み上げ

NHK総合緊急特設ニュース

英語Features記事

ベトナム語
Features記事

AI翻訳



日本語講座番組(英語)の多言語化
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初学者向け講座、70年近く続く
シリーズの最新版。
「Easy Japanese（やさしい日
本語） 2019年会話編」

テレビ 英語
ラジオ 15言語
ウェブサイト 20言語
VOD １５言語
テキスト本 19言語

実習生・留学生など、日本で働く
外国人向け。職場で使えるお役立
ちフレーズを学ぶ
「Easy Japanese for Work 
(しごとのにほんご)」

テレビ 英語
ウェブサイト 日英
VOD ５言語

ニュースから実用表現やニュースの背景を
学ぶ
「Learn Japanese from the News」

テレビ 英語
ラジオ 英語
※その他の言語も「リスナーズフォーラム」
で適宜放送
ウェブサイト 英語
VOD ３言語

訪日外国人がすぐに使える短
いフレーズを厳選してアニメや
ミニドラマで学習。
「Easy Travel Japanese」

ウェブサイト ６言語
VOD ６言語

主な番組



在留外国人向けの情報発信
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在留外国人に向けた多言語での安全・安心情報発信にインターネットを活用
○ ニュース・防災情報を多言語で発信
○ アプリでの緊急情報プッシュ通知
〇 災害報道、速報などをＳＮＳで多言語発信
○ テレビからインターネット上の詳細な情報に誘導

多言語によるニュース・防災情報 ポータルサイト

 19言語（20種類）の外国語によりニュースや防災、新型コロナウイルス
等の情報を掲載している。

気象庁電文の自動表示
11言語（１２種類）のニュースサイトに「震度5以上の地震」
「注意報以上の津波」の気象庁電文を自動表示するシステ
ムを導入。（英語・中国語・インドネシア語・ハングル・ポルトガ
ル語・スペイン語・ベトナム語・タイ語・ヒンディー語・ロシア語・
フランス語）

緊急情報の発信

 モバイルアプリでは、日本国内の地震・津波情報を英語・中国語（簡
体字・繁体字）・ベトナム語・ポルトガル語で、 ニュース速報を英語で
プッシュ通知している。

 台風上陸時に「NHK NEWSLINE」で
詳細に伝えたほか、ニュース以外の
番組放送中には、台風の進路図と
QRコードを画面に出して、ネット上
の詳細な台風情報に誘導した。
（2023年8月 台風7号）

 災害報道、速報などをSNSで多言語で発信
している。

在留外国人に向けて
大雪への警戒を呼び掛け

テレビからネット上の詳細情報に誘導



在外邦人向けのインターネット発信
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◆ NHKワールド・プレミアム

○ 邦人向けテレビ国際放送のニュース・番組は、一部を除き
海外向けにネットでも配信（海外のみで視聴可能）

○ 2023年１０月、OTT配信を開始
（上記番組も含め、ワールド・プレミアムの全ての番組配信

を外国ＯＴＴ事業者を通じて視聴可能（有料））

◆ 邦人向けラジオ国際放送「ラジオ日本」の配信は、ニーズ等
を踏まえ、202２年年度末に終了

（報道資料）



（参考）大臣意見・国会附帯決議（国際関係）
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＜日本放送協会令和５年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣の意見＞（抜粋）

２ 国際放送の充実等による総合的な海外情報発信の強化等

○ ロシアによるウクライナ侵攻などの国際情勢を踏まえ、我が国の重要な政策及び国際問題に対する公的見解並びに我が国の経済・社会・地域及び文化

の動向や実情を正しく伝えることがこれまで以上に重要になっている。我が国に対する正しい認識・理解・関心を培い、普及させるとともに、国際交

流・親善の増進、経済交流の発展、地方創生の推進、在外邦人の安全確保、国際社会における我が国のプレゼンス向上等に資するよう国際放送のより一

層の充実・強化や放送番組の海外事業者への適正な提供を図ること。

○ 「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」については、積極的に国内外の視聴拡大を図ることが重要であり、外国で視聴されるための視点や技能を備えた優れた

人材の育成・確保等を通じた効果的な実施体制の確立、多言語化も含めたニュース番組の充実、訪日外国人向けの日本語教育番組や我が国及び地域の実

情・魅力を伝える番組の充実を図ること。

○ 海外への情報発信に当たっては、世界各地のニーズや視聴実態等を検証した上で定めた具体的指標を踏まえ、海外事業者との連携やインターネット配

信の活用等により、総合的な発信の強化に努めること。

○ 国際放送の安定的な実施を確保するため、設備の維持管理や運用体制の構築に万全を期すこと。

＜令和５年度ＮＨＫ予算に対する附帯決議（令和5年3月16日・衆議院総務委員会）＞（抜粋）

十五 協会は、国際放送については、我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝え、我が国に対する理解を促進するよう努めること。また、世界情勢等

に鑑み、在外邦人に対し、生命と身体の安全に関する情報を適切に伝えるよう努めること。

＜令和５年度ＮＨＫ予算に対する附帯決議（令和5年3月30日・参議院総務委員会）＞（抜粋）

十三、協会は、激動する国際情勢等の現状に鑑み、我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝えることの重要性を踏まえ、我が国に対する理解が促進

されるとともに、在外邦人に的確な情報が提供されるよう、国際放送及び海外発信の一層の充実を図ること。

十五、協会は、障がい者、高齢者及び外国人に対し、十分な情報アクセス機会を確保し、デジタル・ディバイドを解消するため、新たな技術の開発・活用

などにも取り組み、字幕放送、解説放送、手話放送など「人にやさしい放送」の一層の充実等を図ること。



○ ｢ＮＨＫ経営計画 2024-2026年度（案）｣でも示しているとおり、｢戦略的に強化してきたニュース・情報発信を、今日的

な問題・関心のもと、再強化｣｢視聴環境の変化に合わせ､デジタルもフル活用｣し、｢日本の視座｣を発信していく。

○ 国際放送も受信契約の対象外、費用の観点にも留意が必要（要請放送の交付金も含めて国際放送を実施）。

○ 外国人向けテレビ国際放送のネット業務では、現在は多言語強化に力点。多言語に限らず、今後も世界状況の変化に

合わせながら、外国人向けラジオ国際放送のネット配信も含め、柔軟に対応進めていく必要。

○ 邦人向けテレビ国際放送のネット業務は、番組配信の強化、ＯＴＴ配信の開始など配信を充実。一方で邦人向けラジ

オ国際放送の配信は、ニーズ等を踏まえて2022年度末に終了。

○ 外国人／邦人向け、テレビ・ラジオ・ネット共通の課題として、ネット配信が進み放送では届きにくい地域／ネット

が届きにくい地域など、地域により受信環境は様々であり、時代や地域の状況等を踏まえながら取り組んでいる。必須

業務化されても、今後とも適切な手段を選択し、テレビ・ラジオ・ネット全体で全世界に情報を伝達していきたい。

○ 「必須業務化」＝「配信可能な全ての放送の同時・見逃し配信」という考え方には立つべきではなく、大事なのは

「伝えるべき情報が届いているか」。これからも、視聴者からのニーズ・情報発信における時代や地域の状況・費用対

効果を踏まえ、効率的・効果的な情報発信手段を選択したい。

国際放送関係の論点・留意点

51

＜これまでの構成員のご発言より＞

○ 国際放送は民間と競合しないので積極的に検討すべき。国際放送のネット配信の必須業務化に賛成。（第１回・第５回 落合構成員）

○ 海外から日本の情報を得ようと思ったときに、正確な今の日本の姿をオフィシャルに発信されている場所は、政府広報もそんなに見られなかったりする

ので、そのようなものも公共の価値の中にあるのではないか。（第２回 瀧構成員）

○ 国際放送、海外にいらっしゃる日本の皆さんもＮＨＫにアクセスできる手段を確保できるというようなことの範囲で、まず始めていただくというのを強

く望んでいます。（第３回 長田構成員）

○国際発信はＮＨＫに対し、様々な過剰な期待がかかっている。誰に向けてどんなものをどういう伝送路を使って流していくかを再検討するには良いタイ

ミングだと思う。（第14回 内山構成員）

○ ＮＨＫが国際的にもテレビからネットにシフトしていく中で、 外国人に見ていただくという観点でインターネット配信を強化していく必要性が高まっ

ている。（プラットフォームタスクフォース第３回：落合構成員）



４．おわりに
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○ 【基本的な考え方】は、地上波テレビ放送と、地上波ラジオ放送・衛星

放送・国際放送で変わらない。

○ 一方、ラジオ・衛星・国際にはそれぞれの課題がある。衛星放送の同

時・見逃し配信の見送りや、柔軟性ある対応などを改めてお願いしたい。

変わらぬ基本的役割／波の特性に応じた対応
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